
川本町電子決済端末等導入支援補助金交付要綱 

 

令和 4年 6月 10日 

告示第 37号 

 

(目的) 

第 1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、「新しい生活様式」にお

いて主流となりつつある、現金を使用しないクレジットカードや QRコード等の方法による

電子的な決済（以下「電子決済」という。）を行うための端末、附属機器（以下「電子決済

端末等」という。）を導入し、また、電子決済を行うために必要な通信環境整備等を行う事

業者に対し、導入及び整備に係る経費を補助することにより、キャッシュレス社会の実現

に向けた基盤を構築し、もって地域経済の振興を図ることを目的とする。 

(補助対象者) 

第 2条 この要綱に基づく補助金（以下「補助金」という。）の交付対象者（以下「補助対象

者」という。）は、次の各号のいずれの要件も備えているものとする。 

(1) 町内に店舗、事業所等(以下「店舗等」という。)を有する個人又は法人であって、当

該店舗等において、新たに電子決済端末等を導入し又は既に電子決済端末等を導入して

いる店舗等において、更に多様な支払手段に対応することを目的として新たな電子決済

端末等を導入、若しくは既に導入している電子決済端末等をより高度な機器等に買い替

えること。 

(2) 店舗等において、継続して電子決済を利用する意思があること。 

(3) 令和 4 年 4 月 1 日から令和 5 年 2 月 28 日までに、電子決済の加盟店手続及び電子決

済端末等又は通信環境整備に係る経費の支出を完了すること。 

(4) 町税等の滞納がないこと。 

(5) 川本町暴力団排除条例(平成 23年条例第 31号)第 2条第 1項及び第 2項に規定する暴

力団又は暴力団員でないこと。また、その利益となる活動を行う団体又は個人でないこ

と。 

(6) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23 年法律第 122 号）第 2

条第 5 項に規定する性風俗関連特殊営業、金融・貸金業その他町長が補助金の交付対象

として社会通念上適切でないと認めるものでないこと。 

 (補助対象経費) 

第 3 条 補助金の対象経費（以下「補助対象経費」という。）は、次に掲げるとおりとする。

ただし、消費税及び地方消費税相当額は補助対象経費から除く。 

(1) 電子決済端末及び附属品の購入費用 

(2) 本体機器を据え付けるための設置費用 

(3) 電子決済端末の設置と併せて行う通信回線の開設に要する費用 

(4) 電子決済の種類拡充を目的とする端末等の購入費用又は既設システム等の改修費用 

(5) その他町長が必要と認める費用 



(補助金の額) 

第 4条 補助金の額は、前条に掲げる補助対象経費の額とし、1事業者につき 10万円を上限

とする。ただし、補助対象経費が上限に満たない場合は、その額を予算の範囲内で交付す

る。 

(交付申請) 

第 5 条 補助金の交付を受けようとする者は、川本町電子決済端末等導入支援補助金交付申

請書(様式第 1号)に次に掲げる書類を添えて、令和 5年 2月 28日までに町長に申請するも

のとする。 

(1) 補助対象経費の内訳が確認できる書類  

(2) 電子決済の加盟店手続が確認できる書類 

(3) その他町長が必要と認める書類 

(交付決定) 

第 6 条 町長は、前条の規定により申請があった場合、その内容を審査し適当と認めるとき

は交付を決定するとともに、川本町電子決済端末等導入支援補助金交付決定通知書(様式第

2号)により申請者に通知するものとする。 

(変更等の承認申請) 

第 7 条 交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、第 5 条の規定により申請し

た内容を変更、中止、又は廃止しようとするとき、若しくは期間内に完了しないときは、

速やかに川本町電子決済端末等導入補助金交付変更承認申請書(様式第 3 号)を町長に提出

し、その承認を受けなければならない。 

2 町長は、前項に規定する承認申請があった場合は、その内容を審査し、承認すべきと認め

たときは、川本町電子決済端末等導入支援補助金交付変更承認通知書(様式第 4号)により、

申請者に通知するものとする。 

(交付決定の取消し及び補助金の返還) 

第 8 条 町長は、補助対象者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたときは、

前条の規定による交付決定の全部又は一部を取り消し、既に補助金を交付している場合は

補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。 

(実績報告) 

第 9 条 第 6 条の規定により交付決定を受けた補助対象者は、補助事業の完了後速やかに川

本町電子決済端末等導入支援補助金実績報告書(様式第 5 号)により、次に掲げる書面を添

えて報告しなければならない。 

(1) 補助対象経費の支払及び内訳が確認できる書類 

(2) 電子決済の加盟店手続が完了したことが確認できる書類 

(3) 電子決済端末等の設置状況が確認できる写真 

(4) その他町長が必要と認める書類 

(交付額の確定) 

第 9 条 町長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査し適当と認められ

る場合は、川本町電子決済端末等導入支援補助金交付額確定通知書(様式第 6 号)により、



補助対象者に通知するものとする。 

(請求及び交付) 

第 11条 前条の規定により確定通知を受けた補助対象者は、川本町電子決済端末等導入支援

補助金請求書(様式第 7号)を町長に提出するものとする。 

2 町長は、前項の請求を受けたときは、補助金を交付するものとする。 

(譲渡等の禁止) 

第 12条 補助対象者は、補助金を受ける権利を譲渡し又は担保に供することはできない。 

(補則) 

第 13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、公布の日から施行する。 

  



様式第 1号(第 5条関係) 

年  月  日 

 

川本町長  様 

 

申請者 

住 所 

名 称 

代表者職・氏名          ㊞ 

 

川本町電子決済端末等導入支援補助金交付申請書 

 

川本町電子決済端末等導入支援補助金交付要綱第 5 条の規定により、関係書類を添えて下

記のとおり交付申請します。 

 

記 

店舗・事業所名  業 種  

所 在 地 川本町大字 電話番号  

加盟電子決済 

(該当に〇) 
クレジットカード ・ デビットカード ・ 電子マネー ・ QRコード 

交付申請額            円（対象経費①＋②＋③＋④）※上限 100,000円 

対 象 経 費 

①電子決済端末等の購入           円 

②端末等の設置費用             円 

③既設システムの改修            円 

④通信環境の整備              円 

確 認 事 項 

※右記の内容

を確認し□に

✓を記入 

□ 川本町内に店舗等を有しており、継続して電子決済を利用し、事業を

行う意思があります。 

□ 町税等の滞納はなく、町が申請者に係る税情報を閲覧することに同意

します。 

□ 川本町暴力団排除条例第 2 条に規定する暴力団又は暴力団関係者では

ありません。 

（添付書類）※町確認用のため申請者記入不要 

 □ 対象経費が分かる書類の写し  □ 加盟店手続書類の写し 

 □ その他（          ） 



様式第 2号(第 6条関係) 

文 書 番 号 

年  月  日 

 

  様 

 

川本町長           

 

 

川本町電子決済端末等導入支援補助金交付決定通知書 

 

年  月  日付で申請のあった川本町電子決済端末等導入支援補助金について、

下記のとおり交付することに決定しましたので、川本町電子決済端末等導入支援補助金交付

要綱第 6条の規定により通知します。 

 

 

記 

 

交付決定額             円 

 

 

１．事業完了後、実績報告を受けて補助金交付額を確定します。 

２．事業の内容を変更、中止又は廃止しようとするとき、若しくは期間内に完了しないと

きは、速やかに変更承認申請書を提出してください。 

３．虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき、又は川本町電子決済端末等

導入支援補助金交付要綱の規定に違反したときは、交付決定の取り消し、又は既に交付

した補助金の全部を返還させることがあります。 

  



様式第 3号(第 7条関係) 

年  月  日 

 

川本町長  様 

 

申請者 

住 所 

名 称 

代表者職・氏名          ㊞ 

 

 

川本町電子決済端末等導入支援補助金交付変更承認申請書 

 

   年  月  日付    第  号で交付決定のあった川本町電子決済端末等導入

支援補助金について、事業の内容を下記のとおり変更したいので承認されるよう関係書類を

添えて申請します。 

 

記 

 

１ 変更の内容  中止 ・ 廃止 ・ 完了期限延長 

 

２ 変更の理由 

 

３ 添付書類（変更前と変更後の内容が比較できる書類） 

  ※見積書の写し、カタログ等、導入しようとする機器が分かるもの 等 

  



様式第 4号(第 7条関係) 

文 書 番 号 

年  月  日 

 

     様 

 

川本町長         

 

川本町電子決済端末等導入支援補助金交付変更承認通知書 

 

年  月  日付    第  号で交付決定した川本町電子決済端末等導入支

援補助金については、下記のとおり変更したので、川本町電子決済端末等導入支援補助金交

付要綱第 7条第 2項の規定により通知します。 

 

記 

 

１ 既交付決定額 

 

２ 変更交付決定額 

 

３ 変更等の内容 

変更前 変更後 

  

 

４ 変更の理由 

  



様式第 5号(第 9条関係) 

年  月  日 

 

川本町長  様 

 

申請者 

住 所 

名 称 

代表者職・氏名          ㊞ 

 

 

川本町電子決済端末等導入支援補助金実績報告書 

 

年  月  日付    第  号をもって交付決定通知のあった標記補助事業に

ついて、川本町電子決済端末等導入支援補助金交付要綱第 9 条の規定により、その実績を下

記のとおり報告します。 

 

記 

 

１ 補助金実績額            円 

 

２ 事業内容 

店舗・事業所名  業 種  

所 在 地 川本町大字 
電話番

号 
 

加盟電子決済 

(該当に〇) 
クレジットカード ・ デビットカード ・ 電子マネー ・ QRコード 

 

３ 事業完了日     年   月   日 

 

（添付書類）※町確認用のため申請者記入不要 

 □ 領収書の写し 

 □ 電子決済を導入したことが分かる書類 

   （例：契約書の写し、サービス開始が確認できる書類 等） 

 □ 写真 

  



様式第 6号(第 9条関係) 

文 書 番 号 

年  月  日 

 

  様 

 

川本町長           

 

 

川本町電子決済端末等導入支援補助金交付額確定通知書 

 

年  月  日付で実績報告のあった川本町電子決済端末等導入支援補助金につ

いて、下記のとおり補助金額を確定しましたので、川本町電子決済端末等導入支援補助金交

付要綱第 9条の規定により通知します。 

 

 

記 

 

補助金確定額             円 

 

  



様式第 7号(第 11条関係) 

年  月  日 

 

川本町長  様 

 

住 所 

名 称 

代表者職・氏名          ㊞ 

 

 

川本町電子決済端末等導入支援補助金請求書 

 

    年  月  日付    第  号で確定通知のあった標記補助金について、川

本町電子決済端末等導入支援補助金交付要綱第 11条の規定により、下記のとおり請求します。 

 

記 

 

１ 補助金請求額             円 

 

２ 振込先口座 

金融機関名  

銀行 

 
本・支店 

本・支所 
信用金庫 

農業協同組合 

口 座 種 類 
普通 

口 座 番 号  
当座 

口座名義人 

(フリガナ) 

 

 

 

 


